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第１章 計画の趣旨                        

１.１ 計画の目的 

安曇野市道路整備推進計画（以下「本計画」という。）は、安曇野市都市計画マスタープ

ランの都市施設整備の基本方針に基づく「質の高い道路網の構築」を図るため、全市的な

まちづくりの観点から、20 年程度先を見据え、本市の道路網のあるべき姿（将来像）を明

らかにし、今後の道路整備の方針を定めて、現在の道路網をより有効に機能させるために

必要な整備内容を示し、合理的かつ効果的な整備の推進に資することを目的としている。 

 

１.２ 計画期間及び改定経過 

本計画は、平成 27（2015）年度から令和 13（2031）年度までを計画期間とする。平成 27

年４月に初めて策定し、令和３年に第１回改定、令和８年に第２回改定を行った。 

 

１.３ 計画対象範囲 

本計画は、安曇野市全域を対象とし、現行道路は、道路管理者にとらわれず、下図に示す

市内の幹線道路を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、上記凡例に示していない長野自動車

道は安曇野 I.C.以北は NEXCO 東日本、同

I.C.以南は NEXCO 中日本がそれぞれ管理し

ている。 

図 1-1 計画対象範囲 
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図 1-2 計画の位置づけと関係フロー 

１.４ 計画の位置づけ 

本計画は、本市が任意に定める非法定計画である。計画の策定にあたっては、下図に示

すとおり、国や県、市の上位･関連計画の道路整備に関する方針や事業計画等をふまえ、市

民等の意向や要望等の精査･反映を図りながら、道路･交通の現状や実態を的確に捉えて適

切にこれを評価することにより、今後の道路整備における課題や方向性を見出し、計画へ

の反映を図るものとする。 
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第２章 上位･関連計画の概要及び道路を取り巻く現状         

２.１ 国の計画 

国では、市内を南北に通る国道 19 号の改築事業として、「明科駅前歩道整備事業」を実

施中である。この事業は、下図に示す延長約 0.8km の区間で、既存道路の拡幅を行い、上

下線に歩道と自転車通行空間を整備するとともに、無電柱化を行うものである。この歩道

整備により、ＪＲ明科駅が立地する同区間内の沿道商店の利用者や通勤通学の歩行者･自転

車等の安全性の向上が見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：平成 30 年度 長野国道事業所の事業概要（国土交通省） 

図 2-1 国道 19号の明科駅前歩道整備事業の概要 
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２.２ 長野県の計画 

（１）しあわせ信州創造プラン 3.0（長野県総合５か年計画）［令和５（2023）年３

月策定］ 

長野県の総合５か年計画『しあわせ信州創造プラン 3.0』の第４編 施策の総合的展開

から、道路整備に関連する項目内容を抜粋して以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-３ 社会的なインフラの維持・発展を図る 

  【めざす姿】社会的なインフラの維持・発展 

施設の統廃合や共有、管理の共同化などにより、持続可能なインフラ管理体制が構築

され、人口減少下においても県民の安全・安心な生活が維持されています。 

■現状と課題 

高度成長期以降に集中的に整備された道路施設や河川管理施設、上下水道施設な

どインフラが今後一斉に更新時期を迎えるとともに、人口減少の急速な進行などに

伴い、上下水道事業の経営状況が悪化しているため、インフラの維持管理・更新や

経営基盤の強化を着実に実施していく必要があります。 

■施策の展開（道路整備に関連する部分のみ抜粋） 

○中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減等に向け、早期に対策

が必要な施設の修繕を集中的に実施し、予防保全型のインフラメンテナンスへの

転換を推進 

○道路パトロールや道路情報モニターの設置等により、安全で快適な道路環境を維

持 

○橋梁、トンネル、道路附属物等の更新、修繕、撤去等により、道路施設の長寿命

化を促進 

○舗装や区画線の修繕、沿道美化を、観光地や市街地を中心に強化することにより、

道路機能を適切に維持・管理 

○包括的民間委託の拡大等により、地域の建設産業が道路や河川、砂防関係施設な

どの維持管理を持続的に担うインフラの管理体制を構築 

１-６ 県民生活の安全を確保する 

【めざす姿】県民生活の安全確保 

社会情勢の変化に伴い複雑化・多様化する犯罪や、交通事故、食品・医薬品の安全な

ど、日々の生活に影響を及ぼす様々なリスクが最小化され、県民の安全・安心な生活が

維持されています。 

■現状と課題（道路整備に関連する部分のみ抜粋） 

交通事故件数は減少しているものの、依然として交通死亡事故が発生しており、

子どもから高齢者まで幅広い世代に対する交通安全対策を推進することが必要で

す。 

■施策の展開（道路整備に関連する部分のみ抜粋） 

○分析に基づく交通事故防止対策のほか、季別の交通安全運動や、参加・体験・実

践型の交通安全教育・啓発の実施により、県民の交通安全意識を醸成し、交通事

故のない安全・安心な社会を構築 



2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 長野県の道路整備関連計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-１ 住む人も訪れる人も快適な空間をつくる 

  【めざす姿】本州中央部広域交流圏の形成 

高速交通網等が整備され、地域間交流や観光の促進、県内産業の更なる発展につなが

っています。 

■現状と課題（道路整備に関連する部分のみ抜粋） 

山脈や高原等により居住する地域が隔てられているため、地域間の円滑な移動の

確保と交流の拡大を目指し、県外・県内各地を結ぶ道路ネットワークの整備を進め

る必要があります。 

■施策の展開（道路整備に関連する部分のみ抜粋） 

○中部横断自動車道・中部縦貫自動車道・三遠南信自動車道・松本糸魚川連絡道路

等の高規格道路のミッシングリンク解消やスマートＩＣの整備により、観光振興、

産業発展を促進 

○道路ネットワークの整備により、都市と地方の交流を促進するとともに、鉄道駅・

空港・観光地・工業団地等へのアクセス性の向上、渋滞の解消や地域の生活を支

える道路網を形成 

○登下校中の交通事故をなくすため、通学路交通安全プログラムに基づき、見守り

活動や歩道整備など児童の安全確保に向けた取組を継続的かつ着実に実施 

○歩道の設置や交差点の改良、道路情報版や案内標識等の整備、高度化信号機等交

通安全施設の整備、道路の拡幅や４車線化、バイパス化等により、安全で安心な

生活環境を整備 

資料：信州みちビジョン 
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（２）長野県新総合交通ビジョン［平成 25（2013）年３月策定］ 

 『長野県新総合交通ビジョン』のなかで掲げられている県が目指す交通の将来像と、それ

らの実現に向けて、県が取り組むべき施策の方向を提示している。 

  

 

将来像１ 長寿社会の確かな暮らしを支える 

地域交通の確保 

将来像２ 交流の結節点“信州”を快適につなぐ

移動環境の形成 

将来像３ 東日本と西日本、太平洋と日本海を 

結び海外へと広がる「本州中央部広域 

交流圏（仮称）」の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長野県新総合交通ビジョン 

図 2-2 長野県が目指す交通の将来像 

交通ネットワークの充実 

本州中央部広域交流圏（仮称） 
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（３）信州みちビジョン［令和５（2023）年 10月改定］ 

 『信州みちビジョン』では、当初計画策定後における長野県を取り巻く社会情勢の変化や

最新の県民ニーズをふまえた上で、以下の基本目標と基本方針を定めている。 

資料：信州みちビジョン 

図 2-3 基本目標と基本方針 
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（４）安曇野建設事務所管内の道路整備事業計画 

長野県総合５か年計画（令和５（2023）年３月策定）に示されている「公共事業の主な整備

箇所一覧（全体事業費が５億円以上と見込まれるもの）」に掲載されている事業計画のほか、国

道を含めて、安曇野建設事務所管内（＝安曇野市内）で予定されている事業計画区間を下図に

示す。このうち、松本糸魚川連絡道路については、次ページに安曇野市内の計画概要図を示す。 

 

 

図 2-4 県が実施する国道及び県道の道路整備の事業計画区間 
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※資料：安曇野市内の松本糸魚川連絡道路等（概略図） 

図 2-5 松本糸魚川連絡道路（安曇野市内の計画概要） 
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２.３ 安曇野市の計画 

（１）第２次安曇野市総合計画［令和５（2023）年４月策定］ 

『第２次安曇野市総合計画 後期基本計画』に示されている、道路整備関連の項目内容

を以下に抜粋して示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 後期基本計画 

第５節 施策  

目標４ 自然と暮らしやすさが調和するまち 

４－４ 自然と発展が織りなすまちづくり 

安曇野の地域特性を生かし、暮らしやすさと産業発展が調和した持続可能なまちづく

りを進めます。 

◆取組の方向 

○都市機能の秩序ある集約 

・都市機能を担う主要な施設が集積する５つの拠点市街へ居住人口を集約してい

くための取組を進めます。 

・各市街で不足する機能は、道路・交通網などを強化して、相互に補完し合える

環境整備を進めます。 

・空き家や既存の住宅地などを有効活用できるよう、土地利用制度の見直しに向

けた検討を進めます。 

 

４－６ 道路整備の推進 

利便性や安全性が確保された道路整備を推進し、暮らしやすいまちを目指します。 

◆取組の方向 

○事業実施路線の検討 

・市外との交流を容易にし、産業、医療、防災面などに不可欠な幹線道路につい

て、地域住民のニーズも踏まえた整備を推進します。 

・生活道路は、地域からの要望を把握し、路線の重要度、緊急性などを踏まえた

改良を実施します。 

・国道 19号や国道 147号、松糸道路、東西幹線道路の整備をはじめ、未改良道路

の整備などを国や県と連携し進めます。 

○施設の長寿命化と適正な維持管理 

・道路の破損個所を通報できるアプリの活用などにより、道路の情報を市民と共

有し、迅速な改修につなげます。 

・道路や橋梁などの適正な維持管理に努め、安全で安心な道路環境の整備を進め

ます。 

・計画的に傷んだ舗装や橋梁の修繕を行い、長寿命化を図ります。 

○松糸道路の整備促進 

・松糸道路の安曇野市新設区間である「安曇野道路」の早期建設及び現道活用区

間の早期改良に向けて、県とともに取り組みます。 

・松糸道路と現道とを結ぶアクセス道路の整備を行います。 

 

 



2-9 

資料：安曇野市都市計画マスタープランより作成 

図 2-6 まちづくりの骨格を形成する交通基幹軸 

（２）安曇野市都市計画マスタープラン［令和３（2021）年７月改定］ 

『安曇野市都市計画マスタープラン』では、まちづくりの基本方針に掲げた「都市機能

の秩序ある集約と有機的な連携による持続可能なまちづくり」を図るため、まちづくりの

骨格を形成する交通基幹軸を下図にように整理し、南北東西の基幹軸と都市機能の相互の

補完･連携のための循環軸を位置づけて、目指すまちの基本構造を図示するとともに、まち

づくりの骨格として各基幹軸の役割を明示している（2-10,11ページ参照）。 
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広域農道 

国道 147 号･ＪＲ大糸線 

長野自動車道･松糸道路※ 

国道 19 号･ＪＲ篠ノ井線 
※整備予定の松本糸魚川連絡道路の略 
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三三郷郷１１級級９９号号線線  

 

長
野
自
動
車
道

長
野
自
動
車
道 

県県道道松松本本環環状状高高家家線線  

 

穂
高
１
号
線

穂
高
１
号
線  

 

ＪＪＲＲ篠篠ノノ井井線線 

JJRR
大
糸
線

大
糸
線 

 

ＪＪＲＲ大大糸糸線線  

 

支所 

鉄道駅. 

 

主要河川を横断する橋梁 

 

南北基幹軸は左記のとおり

大きく５路線に区分される。

路線名は各軸線を代表す

る道路及び鉄道の名称（通

称）の組み合わせで表示。 

県県道道梓梓橋橋田田沢沢停停車車場場線線  

 

明明科科駅駅  

 

明明科科支支所所  

 

穂穂高高支支所所  

 

堀堀金金支支所所  

 

三三郷郷支支所所  

 

本本庁庁舎舎 

田田沢沢駅駅  

 

安安曇曇追追分分駅駅  

 

有有明明駅駅  

 

穂穂高高駅駅  

 

柏柏矢矢町町駅駅  

 

豊豊科科駅駅  

 
南南豊豊科科駅駅  

 

中中萱萱駅駅  

 

一一日日市市場場駅駅  
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図 2-7 目指すまちの基本構造 

５つの拠点と新たな雇用の場を効果的につなげながら進める 

既存市街･集落周辺への集約重視のまちづくり 

① 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 

⑤ 
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⑤ 
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ｃ 
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ｇ 

 

ｈ 

 

 

ｄ 

 

⑥ 

 

⑥ 

 

⑥ 

 

⑥ 

 

④ 

 

ｆ 

 

ｂ 

 

④ 

 

イ 

 

ロ 

 

ロ 

 

イ 

 

イ 

 

イ 

 

ロ 

 

ロ 

 

④ 

 

④ 

  

⑤ 

 

⑤ 

 



2-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○拠点市街地 
 都市機能の集約の拠点となる旧町村の中心市街 

○産業集積地 

 産業集約の核となる一定の都市基盤の整った工場、事業所の集積地 

○田園環境 

 広がりのある農地を保全していくことを基本として、その環境を著しく乱さない範囲

で、新たな居住を受け入れ、集落の維持･継承を図る田園環境 

○西山山麓の森林環境 

観光･保養地として、良好な森林空間の保全を図る西山山麓 

○東山山麓･山間部の森林環境 

 既存の居住とその周辺一帯の森林環境を保全する東山の山麓･山間部 

○山岳地帯の森林環境 

 北アルプスの峰々につながる森林環境を保全する山岳地帯 

  

〔南北軸〕 

①西山山麓基幹軸 

 北アルプスの山麓に連続する観光拠点や保養の拠点を結び、広域的な活性化につなげ

る幹線道路 

②田園集落基幹軸 

 市内の西側一帯に広がる田園集落における暮らしの環境を結ぶ幹線道路 

③市街地基幹軸 

 都市機能の集積する２つの拠点市街（豊科･穂高）を結ぶ幹線道路 

④広域交通基幹軸 

 大都市圏への広域的なつながりをもつ安曇野 I.C.から南北方向に展開する幹線道路 

⑤東山山麓･山間基幹軸 

 県内の拠点都市（北は長野市、南は松本市）へ接続する幹線道路 

⑥鉄道軸 

 南北を結ぶ公共交通の基幹軸となる JR 大糸線･JR 篠ノ井線 

■まちづくりの基盤となる環境（土地利用） 

■まちづくりの骨格（都市施設） 

観光拠点 連続する水辺空間 本庁舎  

〔循環軸〕 

イ 北部循環軸 

 豊科、明科、穂高、堀金の各拠点市街を相互に結ぶ幹線道路 

ロ 南部循環軸 

 豊科、三郷、堀金の各拠点市街を相互に結ぶ幹線道路 

観光資源の集積エリア 

〔東西軸〕 

ａ,ｃ,ｄ 穂高地域補完軸 

 西山山麓を中心に各所に散在する観光資源を相互に結ぶ幹線道路 

ｂ 北部基幹軸 

 穂高の拠点市街と明科の拠点市街を相互に結ぶ市内北側の幹線道路 

ｅ,ｆ 中央基幹軸 

豊科の拠点市街、堀金の拠点市街を介して、南北５軸を相互に結ぶ複数の幹線道路 

ｇ 堀金･豊科地域補完軸 

 堀金地域と豊科地域を結び、南北軸を経て松本市方面に通じる幹線道路 

ｈ 南部基幹軸 

 三郷の拠点市街を介して、西山山麓と松本市街を相互に結ぶ市内南側の幹線道路 
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（３）安曇野都市計画道路［令和７（2025）年４月現在］ 

安曇野都市計画道路（国道及び県道の決定権者は県）は、直近では令和７（2025）年２

月に見直しが行われ、下表のように設定されている。 

 

 

 

 

表 2-1 都市計画道路一覧   
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※資料：安曇野市立地適正化計画 

図 2-8 都市機能誘導区域 

（４）安曇野市立地適正化計画［令和５（2023）年３月改定］ 

『安曇野市立地適正化計画』は、都市計画マスタープランの高度化版で、都市計画と公

共交通が一体化した「コンパクトシティ･プラス･ネットワーク」のまちづくりの促進を目

的とし、安曇野市の適正な土地利用に関する条例に基づく『安曇野市土地利用基本計画』

の区域設定をふまえて、市内で都市機能を誘導する区域を下図のように定めている。 
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（５）安曇野市地域公共交通計画［令和６年（2024）年５月改定］ 

『安曇野市地域公共交通計画』は、本市の公共交通の充実を図るため、公共交通網の整

備･見直しの概要を下図のとおり示している。 

資料：安曇野市地域公共交通計画 

図 2-9 地域公共交通体系のイメージ 
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（６）安曇野市地域防災計画［令和７（2025）年１月改定］ 

『安曇野市地域防災計画』に示されている県指定の緊急輸送道路のほか、拠点医療機関、

ヘリポートその他比較的規模の大きな公園緑地などの災害対応上の主要施設を以下の図に

示す。 

 

 

国営アルプスあづみの公園事

務所は、平成 26年 7月に陸

上自衛隊第 12旅団と「災害

時等の国営公園の占用に関

する協定」に基づき申し合わ

せ書を締結している。 

図 2-10 緊急輸送路ほか災害対応上の主要施設 

   

※「緊急輸送道路」として位置付けられている路線（長野県地域防災計画 令和６年度修正） 

：長野自動車道、国道 19 号、国道 143 号、国道 147号、国道 403号、大町明科線、安曇野インター堀金線、波田北大妻

豊科線、梓橋田沢停車場線、中堀一日市場停車場線、安曇野市道豊科 1118 号線、安曇野市道豊科 1級 1 号線、安曇野

市道豊科 2 級 3 号線、安曇野市道豊科 1376 号線、安曇野市道豊科 1 級 26号線、安曇野市道穂高１級２号線、安曇野

市道堀金 1195 号線、安曇野市道明科１級３号線、安曇野市道明科 4145 線 

〈補足〉本市を含む松本圏域の災害拠点病院：信州大学医学部附属病院、相澤病院 
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２.４ 道路を取り巻く現状 

（１）人口動態 

全市的には本市の人口は減少傾向にあり、今後もその傾向が続く一方で、全体に占める老年

人口の比率（高齢化率）が高まっていくことが予測されている。そうしたなかで、本計画を改

定した令和２（2020）年から令和７（2025）年までの６年間の人口増減を地区別にみると、土

地利用制度による立地コントロールの効果も反映して、下図のとおり地区ごとに違いがみられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳  

図 2-11 地区別の人口増減（2020年－2025年） 
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（２）土地利用現況 

本市は東西を山林に囲まれ、人々の活動は主に、南北に開けた盆地上に展開している。都市

的土地利用は、各地域の拠点市街への集約が進みつつあるものの、もともとのまちの成り立ち

から、郊外にも大小の集落が形成されており、幹線沿道には比較的規模の大きな商業用地も分

布している。工業用地は、市街地内のほか、産業団地や工業団地等の計画的に整備されたもの

を含め、各地域の郊外各所に大規模な工場や複数の工場の団地的な形成がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：安曇野市都市計画基礎調査  

図 2-12 現況土地利用（2023年） 
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（３）通勤･通学の動向 

市民の主な移動目的の一つである通勤・通学の目的地（市内及び他自治体）をみると、下図

に示すとおり、市内へ通う方が約 59％で、残りの約 41％の方が他の自治体に通っている。他自

治体のなかでは、松本市が突出して多く、約 62％（全体では約 26％）を占めている。次いで、

大町市、池田町、松川村の順に多い。他自治体から本市へ通う方は、松本市から通う方の数が

最も多く、２位、３位は順位が入れ替わり、松川村、大町市、池田町の順となっている。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、通勤･通学の移動手段について、平成 29（2017）年に市が実施したアンケート結果※

によると、下図に示すとおり、自家用車が突出して多い。 

※対象者：15歳以上の安曇野市在住者、有効回答数：960世帯（2,047 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-14 通勤･通学の移動手段（2017年） 

 

資料：安曇野市地域公共交通計画（国勢調査：R02） 

図 2-13 通勤･通学先の動向（2020年） 

 

資料：安曇野市地域公共交通網計画 



2-19 

（４）観光利用動向 

長野県観光地利用者統計調査結果から本市の観光利用者数の推移（平成 26（2014）年～令和 

６（2024）年）をみると、令和元（2019）年までは年間 500万人規模の観光客が訪れていたが、

令和２（2020）年から令和３（2021）年までのコロナ禍の影響で大きく利用者数は減少した。

近年は回復傾向にあるものの、コロナ禍前の水準には達していない。 

観光地別にみると、安曇野湧水群（わさび農場）と安曇野穂高温泉郷の利用が多く、近年で

も年間 100万人以上が訪れている。次いで、ほりがね道の駅･楡の里と烏川渓谷が 70万人前後

と比較的来訪者が多い。それ以外の観光地はいずれも２万人未満で推移している。 

全体的に本市の観光資源は田園や山麓、山地･山岳に数多く分布しており、特に利用者数の多

い安曇野穂高温泉郷や烏川渓谷などを含む西山山麓は、観光に伴う移動（交通）の多いエリア

として捉えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長野県観光地利用者統計調査結果 

図 2-15 観光地利用者数の推移（2014年－2024年） 

（百人） 折れ線グラフ：観光地別の小計 棒グラフ：全体の合計（百人） 
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（５）自転車利用促進の取組状況 

本市では、市の特徴を活かした自転車の活用を通じて、市民の健康づくり、青少年の健

全育成、観光による地域の活性化及び環境負荷の低減を図ることを目的に、自転車走行指

導帯の整備のほか、「安曇野市サイクリングコース」や長野県のモデルコースの設定、シ

ェアサイクル・レンタサイクルを活用したポタリングの推進等の取組を進めている。 

  

 

 

資料：安曇野市自転車ネットワーク計画（令和７年改定） 

図 2-16 主なサイクリングコースの設定状況 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 市民の意向 
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第３章 市民の意向                        

（１）安曇野市の土地利用に関するアンケートにみる市民意向 

『安曇野市土地利用基本計画』の改定に際して令和５年度に実施したアンケート（安曇

野市の土地利用に関するアンケート）※の結果から、道路整備に関する市民の意向を把握

した。また、過去の調査で同様の質問をした項目について、経年変化を把握した。 

※調査概要 

 

 

 

 

 

 

① 現在の居住環境で満足していること 

日頃の暮らしで満足されていることでは、「道路や交通の安全性が高い」や「道路や歩

道の整備が行き届いている」の回答率は比較的低い。過年度の調査と比較すると、「道路

や歩道の整備が行き届いている」に関しては大きく回答率が低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実施期間：令和５（2023）年 12 月 12 日～令和６（2024）年１月 19 日 

・調査方法：郵送、インターネット（送付状に URL、QR コードを掲載） 

・調査対象：18 歳以上の市民から地域や年代を考慮して無作為に抽出した 2,500名 

・回 答 数：1,054 名 

・回 収 率：42.2％ 

 

資料：庁内資料 

図 3-1 現在の居住環境で満足していること 
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 ② 現在の居住環境で不満に感じていること 

日頃の暮らしで不満に思うことでは、「道路や歩道の整備が不十分」と「通行に危険を

感じる道路が多い」の回答率がそれぞれ２番目、３番目の高さと評価が低い。過年度の

アンケートと比較すると、「道路や歩道の整備が不十分」が約 14ポイント増加しており、

道路整備に対する不満度は増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
資料：庁内資料 

図 3-2 現在の居住環境で不満に感じていること 
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③ 普通自動車の運転免許の保有状況及び運転頻度 

９割近くが、「運転免許を保有し、かつ、日常的に運転している」と回答しており、日

常の移動手段として、自家用車への依存度が高いことがわかる。 

令和元年度と比較し、今回の調査では免許返納率は上昇していないが、今後の高齢化

の進行とともに運転免許返納者の比率が高まり、移動手段が公共交通機関やシニアカー

や歩行補助車、車いす等の利用にシフトする可能性がある。生産年齢人口を含む人口そ

のものが減少していくことによって、自家用車による移動（交通量）が中長期的に減少

していくことが考えられる。 

資料：庁内資料 

図 3-3 普通自動車の運転免許の保有状況及び運転頻度 
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（２）安曇野市市民意識調査にみる道路整備に対する満足度と重要度 

令和６年度に実施した『安曇野市市民意識調査』の結果から、道路整備に関する市民の

満足度及び重要度を把握するとともに、過去の調査結果から、当該満足度及び重要度の推

移を分析した。 

 

① 満足度及び重要度 

安曇野市のさまざまな施策における、それぞれ満足度及び重要度について、得られた

回答を得点化し、下図のようなマトリクスに整理した。 

道路整備に関する項目である「交通安全」、「幹線道路の整備」及び「生活道路の整備」

は、いずれも項目間の平均より重要度は高いが満足度が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：令和６年度安曇野市市民意識調査報告書 

図 3-4 満足度×重要度マトリクス分析 
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② 満足度及び重要度の推移 

「交通安全」、「幹線道路の整備」及び「生活道路の整備」の満足度及び重要度の令和

３～６年度の推移を下表のとおり把握した。 

「交通安全」の満足度はおおむね横ばいだが、重要度は低下傾向にある。「幹線道路の

整備」、「生活道路の整備」はどちらも同様の傾向であり、満足度は低下傾向にあるが、

重要度は上昇傾向にある。 

 

資料：安曇野市総合計画審議会令和７年度第１回【資料３】を加工 

図 3-5 満足度及び重要度の推移 

施策 分野 設問内容 満足度の推移 重要度の推移

3-4 交通安全
交通安全の取り組みが
行われている

4-6
幹線道路
の整備

国道、県道などの幹線
道路が整備されている

4-6
生活道路
の整備

生活道路である市道が
整備されている

2.70 2.71 2.77 2.71

2.60

2.80

R3 R4 R5 R6

2.56 2.56 2.53
2.48

2.40

2.60

R3 R4 R5 R6

2.43 2.43 2.41 2.38

2.30

2.50

R3 R4 R5 R6

3.58 3.61 3.57 3.54

3.40

3.60

3.80

R3 R4 R5 R6

3.48
3.52 3.58 3.53

3.40

3.60

R3 R4 R5 R6

3.51 3.56 3.59 3.55

3.40

3.60

R3 R4 R5 R6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 道路･交通に関する現状と評価 



 



 

4-1 

資料：安曇野建設事務所 

図 4-1 基幹軸と道路整備状況 

第４章 道路･交通に関する現状と評価                    

４.１ 道路整備の現況 

（１）道路の整備状況 

本市の道路の基幹軸を重ねて道路の整備状況を下図に、種別の道路整備状況を下表にそ

れぞれ示す。改良済の比率は種ごとに異なり、国道、県道、市道の順に低くなっている。

特に幅員 5.5m以上の市道の改良済みの比率は 10％未満と極めて低い状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延長（m） 率（%） 延長（m） 率（%） 延長（m） 率（%）
国土交通省管理国道 14,237 14,237 100.0 14,237 100.0 14,237 100.0

県管理国道 23,725 23,725 100.0 22,652 93.9 23,725 100.0
主要地方道 42,467 42,436 99.9 36,016 84.8 42,467 100.0
一般県道 116,306 89,533 77.0 60,816 52.3 108,026 92.9

196,735 169,931 86.4 133,721 68.0 188,455 95.8
市道 市道 1,688,609 1,150,516 68.1 158,059 9.4 1,299,484 77.0

1,885,344 1,320,447 70.0 291,780 15.5 1,487,939 78.9

県道

小計

合計

種別 実延長（m）
改良済

舗装済（簡易含む)
うち幅員5.5m以上の道路

国道

表 4-1 種別の道路整備状況 
令和６年４月１日現在 

資料：庁内資料 
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（２）幹線道路としての整備状況 

幹線道路としての最低限必要な整備水準の目安として、センターライン表示のある幅員

5.5m以上の道路区間を令和５（2023）年の航空写真から判読して図化し、安曇野市都市計

画マスタープランに位置付けられた基幹軸上に重ねて下図に示す。 

基幹軸上では、全体的に南北軸に比べて、東西軸の道路でセンターライン表示のない（≒

幅員の十分でない）区間が目立つ。 

図 4-2 センターライン表示道路 
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（３）自転車通行環境の整備状況 

市内の道路のサイクリングコース及び自転車専用通行帯等にセンターライン表示道路と

基幹軸を重ねて下図に示す。 

サイクリングコースは犀川以西に環状的に整備されているが、サイクリングコース以外

の自転車専用通行帯は、市内でも整備箇所が限定的であることがわかる。 

図 4-3 サイクリングコース及び自転車専用通行帯等の整備状況 

 



 

4-4 

（４）歩道の整備状況 

令和５（2023）年の航空写真及び Google Mapのストリートビュー機能を用いて、市内の

道路の歩道の有無と設置箇所（道路の両側又は片側のみ）を判読して図化し、これにセン

ターライン表示道路と基幹軸を重ねて下図に示す。 

全体的には、基幹軸上でも歩道未整備の区間や片側のみの区間が少なくない。特に三郷

地域では市街地内も含め、歩道の整備率や整備水準が比較的低いことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 歩道の整備状況  
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４.２ 道路の交通量 

（１）自動車交通量 

令和３（2021）年の道路交通センサスに基づく国道及び県道の平日昼間の 12時間交通量

（センサス交通量）を図化し、これにセンターライン表示道路と基幹軸を重ねて下図に示

す。 

比較的交通量が多いとされる 4,000台/日以上と推定される路線であっても、幅員が十分

でない区間が散見される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）非観測（推定値）区間は推計値で表示 

資料：R03道路交通センサス               

図 4-5 平日昼間の 12時間自動車交通量（国道及び県道） 
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市道については、令和７（2025）年 10 月に実施した交通量調査に基づく平日昼間の 12

時間交通量（市調査交通量）を図化し、これにセンターライン表示道路と基幹軸を重ねて

下図に示す。 

特に交通量が多い地点は、県道と一体となって南北基幹軸を構成している安曇野 I.C.と

大町方面を結ぶ道路（通称：オリンピック道路）及び広域農道の各地点で、いずれも 10,000

台を上回っている。次いで多い 4,000台以上 10,000台未満の地点は、豊科や穂高の市街地

内又はその付近に分布している。その他の地点は 4,000台未満となっている。 

 

資料：庁内資料               

図 4-6 平日昼間の 12時間自動車交通量（市道） 
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（２）自転車交通量 

令和７（2025）年 10 月に実施した交通量調査に基づく平日昼間の 12 時間の自転車交通

量を図化し、これに本庁舎･支所、小中学校、高校、自転車通行環境及びセンターライン表

示道路と基幹軸を重ねて下図に示す。 

主に中学や高校付近、JR大糸線の駅周辺で自転車の交通量が多い傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-7 自転車通行環境と自転車交通量 



 

4-8 

（３）歩行者交通量 

歩行者については、令和７（2025）年 10 月に実施した交通量調査に基づく平日昼間の

12時間交通量（歩行者交通量）を図化し、これにセンターライン表示道路、歩道の設定状

況及び基幹軸を重ねて下図に示す。 

全体的には、一般的な歩道設置の目安とされる 40人/日を上回る地点は多くない。40人

以上の地点は市街地内や小学校の付近などで、そのほとんどの箇所に歩道が設置されてい

るが、片側のみの箇所や歩道未整備の箇所も一部にみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：庁内資料               

図 4-8 平日昼間の 12時間歩行者交通量（市道） 
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４.３ 現行道路の機能評価 

（１）円滑性評価 

市調査交通量に令和３（2021）年の道路交通センサスに基づく混雑度※を図化して加え、

センターライン表示道路と基幹軸上に重ねて下図に示す。 

この図において、混雑度 1.25以上の区間は、センターライン表示道路であっても、交差

点改良や拡幅、代替路整備の検討の余地がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜補足＞混雑度の解釈 

混雑度 解 釈 

1.0 未満 
昼間 12 時間を通じて、道路が混雑することなく、円滑に走行できる。 

渋滞やそれに伴う極端な遅れはほとんどない。 

1.0～1.25 
昼間 12 時間のうち道路が混雑する可能性のある時間（ピーク時間）が 1～2 時間ある。

何時間も混雑が連続するという可能性は非常に低い。 

1.25～1.75 
ピーク時間はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間が加速的に増加する可能

性が高い状態。ピーク時のみの混雑から日中の連続的混雑への過渡状態と考えられる。 

1.75 以上 道路が飽和していない時間がほとんどなくなる。慢性的混雑状態を呈する。 

 図 4-9 平日昼間の 12時間自動車交通量と混雑度 

※混雑度とは、「自動車通行可能

な最大量」に対する「実際通

行量の比」のことで、この数

値が 1.0よりも大きい場合、

設計時の想定交通量の水準を

実際の交通量が越えたことを

意味し、設計時に想定したサ

ービス水準を保つためには、

新たに何らかの道路整備が必

要であるという判断を下す際

の材料となる。 
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（２）安全性評価 

令和元（2019）年から令和５（2023）年までの交通事故件数について、250ｍメッシュの

図を作成し、センターライン表示道路と基幹軸上に重ねて下図に示す。 

全体的に、市街地や幹線道路上での交通事故が多い傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：信州くらしのマップ 

図 4-10 交通事故発生状況（2019～2023 年） 
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＜補足＞３Ｄ都市モデルによる安全性評価の検証 

令和６～７（2024～2025）年度にかけて市内全域に整備した３Ｄ都市モデルにより、交通

事故の多い箇所等をより詳細に可視化するシステムを構築した（図 4-11）。 

前ページの安全性評価で把握した交通事故の多い交差点付近を拡大すると、特定の箇所に

集中してではなく、沿道に商業施設の多い交差点の前後で断続的に事故が発生しており、沿

道の商業施設の駐車場の出入りや変則的な交差点に課題があることが確認できる（図 4-12～

14）。

図 4-11 ３Ｄ都市モデルによる交通事故発生箇所（危険箇所）の可視化 

図 4-12 柏矢町交差点付近 

図 4-12 

図 4-13,14 
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図 4-13 堀金交差点付近 

図 4-14 通行者からの視点（堀金交差点付近） 
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（３）緊急輸送道路としての機能評価 

安曇野市地域防災計画等から把握した緊急輸送道路及び災害対応上の主要な施設を示し

た図に、センターライン表示道路と基幹軸を重ねて下図に示す。 

緊急輸送道路はおおむね幅員が確保されているものの、国道 403 号や波田北大妻豊科線

の一部ではセンターライン表示がない箇所がある。ヘリポートへのアクセス性では、三郷

市街地内にあるヘリポートに東側からアクセスする道路の幅員が狭い状況にある。 

また災害時対応では、国営アルプスあづみの公園が自衛隊の活動拠点となることを考慮

すると、市内の各拠点市街から同公園に円滑にアクセスできる新規路線も検討の余地があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-15 災害対応上の主要な施設 

国営アルプスあづみの公園 

：災害時に自衛隊が災害

派遣活動のための拠点と

して利用できる協定が締

結されている 

資料：安曇野市地域防災計画 

   （令和６年度修正版） 
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（４）物流機能評価 

都市計画基礎調査に基づく工業用地と都市計画法に基づく工業系の用途地域を図化し、

これに令和３（2021）年の道路交通センサスに基づく大型車混入率の路線区分を加え、セ

ンターライン表示道路と基幹軸上に重ねて下図に示す。 

工業用地や工業系の用途地域が市内各地に分散して立地する傾向がみられるなかで、高

速道路（安曇野 I.C.、梓川スマート I.C.）へアクセスする道路は、大型車の動線として必

ずしも十分な幅員を有していない区間もあり、機能強化の必要性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-16 工場用地及び工業系用途の分布 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 道路整備推進計画 
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第５章 道路整備推進計画                      

５.１ 計画目標 

前章までの内容をふまえて、本計画では、「持続可能で円滑かつ機能的な道路網の構築」

を目標とし、この目標を達成するために必要な道路網（ネットワーク）形成上の視点を以

下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画目標】 

持続可能で円滑かつ機能的な道路網の構築 

 

視視点点１１  既既存存スストトッッククのの有有効効活活用用  

   

既存道路を有効に活用して持続可能な道路網の構築を図る 
 

既存道路の維持管理費の負担増や、人口減少や高齢化の進行に伴う財政的な逼迫等

をふまえ、新規路線の整備はまちづくりとの整合性を考慮して効果や必要性の明確な

ものに限定し、既存道路を有効に活用して、持続可能な道路網の構築を図る。 

 

視視点点２２  連連続続性性･･完完結結性性のの確確保保  

   

路線の連続性や完結性を向上させ、より円滑な道路網の構築を図る 
 

道路管理者の区分によらず、道路網のなかで機能･役割の大きな路線上の未整備区間

の解消や、整備の不十分な区間又は交差点の改善を重視し、路線の連続性や完結性を

向上させ、より円滑に機能する道路網の構築を図る。 

 

視視点点３３  基基幹幹軸軸のの強強化化（（代代替替性性のの確確保保））  

   

基幹路線の多重性を確保し、道路網の骨格を強化する 
 

拠点市街間や主要な交通結節点との間を結び、まちの基幹軸として位置づけられる

路線については、交通量や沿道の状況、災害時の対応等をふまえて、多重性（リダン

ダンシー）を確保し、道路網の骨格強化を図る。 
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５.２ 道路整備方針 

道路整備計画の具体化に向けて３つの方針を定め、各方針に基づいて解決すべき道路･交通

の課題や強化を図るべき道路の機能･役割等を以下に整理する。 

 

 

方針Ⅰ 安全･安心な道路整備                         

 

Ⅰ-① 歩行者の安全な動線の確保 

通学路や駅と主要な集客施設とを結ぶ道路など、歩行者の動線をふまえて、歩道

未設置区間の解消を図り、連続性のある歩道整備を進める。また、歩道の整備･改良

にあたっては、シニアカーや歩行補助車、ベビーカー等の多様な利用に配慮し、有

効幅員の確保と段差解消に努める。 

 

Ⅰ-② 交通事故の防止 

交通事故の多発する区間や重大事故の発生状況等をふまえて、事故防止につなが

る道路整備を進める。 

 

Ⅰ-③ 災害時における対応力の強化 

災害対応上の主要な施設（本庁舎、各地域支所、ヘリポート、拠点医療機関等）

を連絡し、災害時に有効に機能する道路整備を進める。 

 

 

方針Ⅱ 円滑な交通･交流を促す道路整備                       

 

Ⅱ-① ボトルネック※の解消 

Ｔ字止まりや右折レーンの不足･未設置交差点など、交通のボトルネックの解消に

つながる道路整備を進める。整備にあたっては、将来の人口動態や交通需要の変化、

維持管理コストを考慮し、道路拡張によらない手法も含めて検討する。 
※交通の流れの妨げになっている箇所 

 

Ⅱ-② 地域間の移動円滑化（循環軸の強化） 

本庁舎を中心に、５つの拠点市街を結ぶ循環軸をはじめとする各地域間を円滑に

移動できる動線を確保し、地域交流の促進につながる道路整備を進める。 

 

Ⅱ-③ 広域交通へのアクセス性の向上 

広域交通の玄関口となる高規格道路等への接続や、松本市をはじめとする隣接自

治体へのアクセス性を高め、広域的な交流促進につながる道路整備を進める。 
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方針Ⅲ まちの魅力を高める道路整備                      

 

Ⅲ-① 公共交通機関の利用促進 

歩行者、自転車を含め、市内の各駅に安全かつ円滑にアクセスできる道路の整備

を進め、最寄りの公共交通機関の利用を促し、市全体の自動車交通量の低減を図る。 

 

Ⅲ-② 自転車通行環境の活用･機能強化 

安曇野市サイクリングコース等の観光･レクリエーション利用の促進を図りなが

ら、自転車で安全かつ快適に安曇野の魅力を満喫できる動線として、自転車通行環

境の維持･強化を図る。 

 

Ⅲ-③ 歩いて楽しいまちづくりの促進  

市街地内の通過交通を抑制し、歩行者や多様なモビリティによる賑わいの創出な

ど各地域の特色を活かしたまちづくりを促す道路整備を進める。整備にあたっては、

自動車交通から多様な交通手段への転換を含めた柔軟な対応を検討する。 

 

Ⅲ-④ 観光交流･物流機能の強化 

主要な観光･レクリエーション施設、工業団地等へのアクセス性を高め、観光交流

や物流機能の向上につながる道路整備を進める。 
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５.３ 道路整備計画 

現況道路網における幹線機能を再整理し、整備検討ポイントをまとめたうえで、計画道路

ネットワークを示して必要な整備内容をまとめる。 

 

（１）現況道路網の幹線機能の再整理 

現況道路網における幹線道路の機能を以下のように定義し、これに沿って、検討対象路

線の道路を区分した図を次ページに示す。 

 

【広域交流幹線】 

市内を東西又は南北に連絡し、市外に展開する主要な幹線 

 

【地域交流幹線】 

広域交流幹線間を接続し、広域交流幹線の代替路としての役割を果たす幹線又は広

域交流幹線から派生して、市内外に展開する幹線 

 

【その他の幹線】 

広域交流幹線又は地域交流幹線間を接続し、地域交流や広域交流を補完する補助的

幹線 

 

【自転車等優先幹線】 

主として自転車や歩行者の通行優先となる道路で、地域間を連絡し、広域にも展開

する幹線 
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図 5-1 現況道路網の幹線機能区分 
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（２） 目標とする道路網（計画道路ネットワーク） 

現況道路網の幹線機能を再整理したうえで、安曇野市都市計画マスタープランに示され

たまちづくりの骨格となる基幹軸を基本に、未整備の都市計画道路のほか新たに必要な路

線を見出し、市として目標とする道路網を詳細化して、これを計画道路ネットワークとし

て次ページの図に示す。なお、主な新規路線の設定理由は以下のとおりである。 
 

■■  路路線線ＡＡ（（松松本本糸糸魚魚川川連連絡絡道道路路））  

○ 長野自動車道と一体となった広域的な高速交通ネットワークの構築 

○ 大北地域への基軸となる市北部における南北幹線軸の機能強化 

○ 高速交通ネットワーク空白地帯の解消 

○ 災害時のリダンダンシーの確保 
〔期待される効果〕  

・中信と北陸地方との交流･連携の強化促進 

・地域産業の発展、広域観光の振興 

・大北地域、北陸地方への移動時間短縮、生活利便性の向上 

・安曇野 I.C.－安曇橋南間等の周辺道路の渋滞緩和 
 

■■  路路線線ＢＢ（（国国道道 114477 号号先先線線））  

○ 国道 147号を有効活用した市南部における新たな東西幹線軸の構築 

○ 市南部地区と梓川スマート I.C.へのアクセス機能強化 

○ 山麓線周辺観光地へのアクセス機能強化 
〔期待される効果〕 

・国道 147 号の市街地への通過交通分散による渋滞緩和 
 

■■  路路線線ＣＣ（（公公園園線線：：都都市市計計画画道道路路））  

○ 市中央部における東西幹線軸の機能強化 

○ 安曇野 I.C.及び国道 19号から国営アルプスあづみの公園、県営烏川渓谷緑地等の山

麓･山岳観光地へのアクセス機能強化 
〔期待される効果〕 

・山麓･山岳観光地利用者の利便性･快適性の向上 
  

■■  路路線線ＤＤ（（穂穂高高市市街街北北側側のの東東西西路路線線））  

○ 市北部における東西幹線軸の機能強化 

○ 穂高市街地内のクランクの解消 

○ 松本糸魚川連絡道路との連携による広域的な道路網の構築 
〔期待される効果〕 

・穂高市街地への通過交通の分散 

・山麓線沿線観光地へのアクセス機能や周遊機能の向上 
  

■■  路路線線ＥＥ（（穂穂高高－－豊豊科科のの南南北北路路線線））  

○ 市中央部の南北幹線軸の機能強化 
〔期待される効果〕 

・国道 147 号の市街地への通過交通分散による渋滞緩和 

・交通量の多い穂高市街と豊科市街のバイパス機能の確保 
 

■■  路路線線ＦＦ（（安安曇曇野野イインンタターー西西交交差差点点北北側側先先線線））  

○ 市東部における南北幹線軸の確立 

○ 市中央部に東西幹線軸の連携強化 

〔期待される効果〕 

・国道 147 号の市街地への通過交通分散による渋滞緩和 

・穂高市街と豊科市街の地域間の移動の円滑化 
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図 5-2 目標とする道路網（計画道路ネットワーク） 
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図 5-3 整備優先度及び整備内容の設定方針のフロー 

 

（３）整備内容 

各道路管理者における既存の計画等の扱いと整備優先度の考え方をまとめたうえで、本

計画で定める計画期間内に必要と考えられる計画道路ネットワークにおける整備内容をま

とめる。 

 

① 各道路管理者における既存の計画等の扱いと整備優先度の考え方 

本計画は、幹線道路網を主体に市内の拠点市街間の円滑な移動、歩行者・自転車の安

全な動線確保等について検討したため、国道、県道関係の整備箇所が多く挙がっている。

これらの道路の整備は、各道路管理者において実施されることになるが、本計画期間内

に整備を求めるものではなく、各道路管理者に対して本計画における道路整備方針等に

照らし、改めて必要性を精査したうえで、市から整備についての要望を行うものとする。 

また、整備内容に併せて、各整備箇所における整備優先度は以下のように区分し、事

業の立ち上げ時期の目安を示すものとする。 

 

〔短期〕 

短期はこの先５～10年以内とし、現段階において、関係する道路管理者が具体的な

調査、計画等に着手している路線を位置づける。 

 

〔中長期〕 

中長期は 10年以上先とし、関係する道路管理者に対し、具体的な調査、計画等への

着手と優先的な整備が望まれる路線を位置づける。これらの路線の中でも特に早期の

整備が望まれる路線については「早期着手要望路線」とする。 

国や県の道路整備に関する 

事業計画の扱い 

 

整備優先度の考え方 

→表 5-1-1、表 5-1-2参照 

 
〔国〕 

・国道 19号明科駅前歩道整備事業 

 

〔県〕 

・長野県総合５か年計画 

・その他の事業計画 

 

◆短期（この先５～10年以内） 

現段階において、関係する道路管理

者が具体的な調査、計画等に着手し

ている路線 

 

 

〔県〕 

・都市計画道路（県道） 

 

 

◆中長期（10年以上先） 

関係する道路管理者に対し、具体的

な調査、計画等への着手と優先的な

整備が望まれる路線 
 

★中長期の中でも早期の着手が望まれ

る路線（早期着手要望路線） 
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② 整備箇所別の整備内容 

現在の道路の整備状況をふまえ、計画道路ネットワークを有効に機能させる上で必要な整備内容を表 5-1-1及び表 5-1-2にまとめ、整備箇所を 5-11ページに図示する。 
表 5-1-1 国道･県道における整備内容一覧 

 

注 1）番号の若い方が整備の優先順位が高いということではない。「想定事業主体」で（ ）を付している箇所については県または市との協議を要する。区間延長は GIS（地理情報システム）による図上での計測に基づく参考値である。 

注 2）番号は 5-11ページの図上の番号と対応している。中長期の「整備優先度」で★になっている箇所は「早期着手要望路線」を意味する。 
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表 5-1-2 市道における整備内容一覧 

 

注 1）番号の若い方が整備の優先順位が高いということではない。「想定事業主体」で（ ）を付している箇所については県または市との協議を要する。区間延長は GIS（地理情報システム）による図上での計測に基づく参考値である。 

注 2）番号は 5-11ページの図上の番号と対応している。 
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図 5-4 整備優先度で区分した計画道路ネットワーク上の整備箇所 
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第６章 計画の推進に向けて                    

６.１ 基本的な考え方 

今後の道路整備は本計画に基づき、国、県、市が互いに連携して、一体となって推進する

ものとし、国道及び県道については、関係各機関に対し、本計画に沿った整備の事業化を積

極的に働きかけ、市道については、厳しい財政状況もふまえつつ、本計画に沿って事業化を

進める。 

なお、様々な理由で事業化が困難な事態が生じた場合は、順次優先度を繰り上げて、全体

としての計画推進を図る。 

 

６.２ 計画の運用方法 

本計画は、Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）の PDCA サイクルで、

策定又は改定（Plan）後、計画に沿って毎年度事業計画を立案し、事業を実施（Do）し、５

年程度に１回又は適期に、道路交通センサスや市独自の調査に基づく交通量の実態の把握や

その他統計的な資料等による現況･課題の分析、市民の意向、社会経済情勢の変化、上位･関

連計画の内容等をふまえて整備の成果や効果の評価（Check）を行い、計画内容の見直し（Act）

を図りながら推進する。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 本計画の運用イメージ 

安曇野市道路整備推進計画 

（現計画） 

社会経済情勢の変化や 

上位･関連計画をふまえた 

改定･次期計画の策定 

毎年度の事業計画の実施 

交通量調査 

・道路交通センサス 

・市独自の調査 

市民の意向調査 

事業計画 
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６.３ 事業化とともに配慮･推進する取組 

道路整備の事業化に際して、社会のニーズや周辺環境に応じて、配慮又は推進する取組

を以下に示す。 

 

（１）多様な整備手法の導入 

自転車通行帯の表示やラウンドアバウト交差点（環状交差点）の整備など、各箇所の道

路形態や交通実態に応じた多様な手法の導入を図り、より費用対効果の高い整備により、

計画道路ネットワークの機能向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域固有の沿道景観への配慮や主体的なまちづくりとの連携 

北アルプスの眺望や田園風景など沿道景観に配慮するとともに、駅前通りや歴史ある街

道などにおける地域のまちづくりと連携してまちづくりの発展に資する道路整備を進め

る。 

 

写真 6-2 市道１級 24号線ラウンドアバウト 写真 6-1 本村円ラウンドアバウト 

写真 6-3 穂高駅前通りの沿道植栽 写真 6-4 景観づくり住民協定締結団体 

による沿道緑化の様子 
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（３）公共交通機関の利用促進 

鉄道駅へのアクセス路となる道路の整備と併せて、各駅周辺におけるパーク＆ライド用

の駐輪場や駐車場の確保とその利用を促し、公共交通機関の利用促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）自転車道ネットワークの活用と自転車利用の促進 

幹線道路網の整備とも連携して、安曇野市サイクリングコースを骨格にした自転車道ネ

ットワークの活用を図るとともに、自動車や歩行者などと共存して、安全･安心かつ快適

に通行できる自転車利用環境の整備を進めていくことにより、観光のみならず日常生活に

おける自転車の利用促進も促し、環境負荷の低減や健康志向ニーズへの対応を図る。

資料：安曇野市地域公共交通計画 

図 6-2 安曇野市内の公共交通路線図（参考） 

 

写真 6-5 じてんしゃひろば 
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